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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
要
介
護
認
定
見
直
し
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
平
成
十
九
年
度
の
「
要
介
護
認
定
調
査
の
質
向
上
を
目
途
と
し
作
成
さ
れ
た
新
マ
ニ
ュ
ア
ル
と

旧
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
の
相
違
に
関
す
る
検
討
事
業
」
（
以
下
「
研
究
事
業
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
認
定
調
査
員
に
よ
る
新

た
な
調
査
方
法
に
つ
い
て
の
検
証
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成
二
十
年
度
要
介
護
認
定
モ
デ
ル
事
業
に
お
い
て
、
申
請
者
の
状

態
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
項
目
の
見
直
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
に
用
い
る
デ
ー
タ
の
更
新
及
び
審
査
会
資
料
の
変
更
に

つ
い
て
の
検
証
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
結
果
も
踏
ま
え
、
新
し
い
認
定
調
査
員
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
研
究
事
業
は
、
八
十
六
名
を
対
象
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
八
十
六
名
の
内
訳
と
し
て
、
介
護
老
人
保

健
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
が
一
名
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て
い
た
者
が
三
名
、
病
院
に
入
院
し
て
い
た
者
が
八
名

及
び
在
宅
で
生
活
し
て
い
た
者
が
七
十
四
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
把
握
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

一



研
究
事
業
に
お
い
て
は
、
認
定
調
査
員
に
対
す
る
研
修
を
十
分
に
行
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
二
名
の
認
定
調
査
員
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
地
方
自
治
体
の
負
担
が
大
き
く
、
協
力
い
た
だ
け
る
地
方
自
治
体
が
少
な
か
っ
た

こ
と
、
ま
た
、
協
力
い
た
だ
い
た
地
方
自
治
体
に
お
い
て
も
、
調
査
対
象
者
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
結

果
的
に
、
調
査
対
象
者
が
八
十
六
名
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
市
町
村
に
経
過
措
置
の
実
施
を
お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
実
施
状

況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
経
過
措
置
に
お
い
て
は
、
要
介
護
認
定
等
の
更
新
申
請
者
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
従
前
の
要
介
護
状
態
区
分

等
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
、
更
新
申
請
者
は
、
新
た
な
要
介
護
認
定
等
の
方

法
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
区
分
等
が
軽
度
と
な
っ
た
場
合
に
従
前
の
要
介
護
状
態
区
分
等
に
戻
す
こ
と
を
希
望
す
る
の
か
、

重
度
と
な
っ
た
場
合
に
希
望
す
る
の
か
、
又
は
軽
度
と
な
っ
た
か
重
度
と
な
っ
た
か
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
希
望
す
る
の
か
選

択
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
新
た
な
要
介
護
認
定
等
の
方
法
に
よ
り
要
介
護
状
態
区
分
等
が
軽
度
と
な
っ
た
場
合
は
、
施
設

二



退
所
後
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の
区
分
支
給
限
度
基
準
額
が
低
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う

に
多
く
の
利
用
者
が
軽
度
判
定
を
希
望
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
現
在
集
計
中
で
あ
り
、
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
現
在
集
計
中
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
市
町
村
ご
と
の

結
果
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
市
町
村
の
了
解
を
得
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
公
表
す
る
予
定
は
な
い
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
認
定
調
査
員
テ
キ
ス
ト
二
〇
〇
九
」
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
新
た
に
、
「
能
力
」
、
「
介
助
の
方
法
」
及

び
「
障
害
や
現
象
（
行
動
）
の
有
無
」
の
三
つ
の
評
価
基
準
を
設
け
、
御
指
摘
の
調
査
項
目
の
う
ち
、
「
寝
返
り
」
、
「
起

き
上
が
り
」
、
「
座
位
保
持
」
、
「
両
足
で
の
立
位
保
持
」
、
「
歩
行
」
、
「
立
ち
上
が
り
」
、
「
片
足
で
の
立
位
」
、
「

視
力
」
、
「
聴
力
」
、
「
え
ん
下
」
、
「
意
思
の
伝
達
」
、
「
毎
日
の
日
課
を
理
解
」
、
「
生
年
月
日
や
年
齢
を
言
う
」
、

「
短
期
記
憶
」
、
「
自
分
の
名
前
を
言
う
」
、
「
今
の
季
節
を
理
解
す
る
」
、
「
場
所
の
理
解
」
及
び
「
日
常
の
意
思
決
定

三



」
を
「
能
力
」
の
項
目
に
、
「
洗
身
」
、
「
つ
め
切
り
」
、
「
移
乗
」
、
「
移
動
」
、
「
食
事
摂
取
」
、
「
排
尿
」
、
「
排

便
」
、
「
口
腔
清
潔
」
、
「
洗
顔
」
、
「
整
髪
」
、
「
上
衣
の
着
脱
」
、
「
ズ
ボ
ン
等
の
着
脱
」
、
「
薬
の
内
服
」
、
「
金

銭
の
管
理
」
、
「
買
い
物
」
及
び
「
簡
単
な
調
理
」
を
「
介
助
の
方
法
」
の
項
目
に
、
そ
れ
以
外
の
項
目
を
「
障
害
や
現
象

（
行
動
）
の
有
無
」
の
項
目
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

四


